
消費者庁における事故防止に向けた取組

令和８年１月14日（水）

令和７年度消費者事故防止合同研修会

消費者庁消費者安全課



PIO-NET情報
（全国消費生活情報
ネットワークシステム）

14,009件※1

事故情報の集約・活用

消費者

消費者庁（事故情報を一元的に集約し、分析）
累積件数：402,214件、2024年度登録件数：28,634件
（※医療機関ネットワーク参画機関からの情報提供除く）

消費者の生命・身体に係る事故発生

※2 消費生活用製品とは、主として一般消費者の生活の用に供される
製品のうち、他の法令で個別に安全規制が設けられ、その規制の対
象となっているもの（食品・医薬品・乗用車等）を除く製品。

事故情報の相談・通報等

重大製品
事故の報告

（消費生活用製品※2）
1,295件※1

事業者
医療機関ネット
ワーク参画機関

事故情報データ
バンク参画機関

事故情報
の提供
6,082件※1

事故情報
の提供

消費生活用製品安全法
に基づく報告 個別法によらない任意の情報提供

消費者事故等の通知
5,471件※1

関係省庁・地方公共団体等

事故情報のWeb掲載等
・定期公表・各省との共有
・事故情報データバンク

注意喚起情報の公表等

マスメディア 地方公共団体 事業者団体/
会員企業

周知依頼
対応要請
周知依頼等記者発表

SNS・メールマガジン
「みんなの消費安全ナビ」閲覧

消費者安全調査委員会
(生命身体事故等の原因を調査)

調査の申出 報告書等の
公表

消費生活相談窓口
国民生活センター
消費生活センター等

消費者安全法に基づく通知

※1 2024年度登録件数。
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事故情報データバンク

○平成21年度（2009年度）以降の製品、食
品、サービス等による事故情報を登録
⇒ 約40万件の事故情報を検索可能

（令和７年３月時点）

○掲載内容は、事故発生日、発生場所、事
故状況等の事故の概要
⇒ 当該事故が製品等に起因して
いることが判明している場合は
事業者名、商品名も閲覧可能

○消費者庁と国民生活センターが連携して
運用
URL：https://www.jikojoho.caa.go.jp/

概要

○消費者庁に集約された事故情報を公表するデータベース
消費者庁、厚生労働省、経済産業省、農林水産省、国土交通省、製品評価技術基盤機構（nite）、日本司
法支援センター（法テラス）、日本スポーツ振興センター、国民生活センター、全国の消費生活センター、
日本中毒情報センターの情報を登録

⇒ 報道関係者、研究者、地方公共団体、事業者、消費者等の様々な主体により、事故防止に活
用される

事故情報データバンク

サイト画面
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【事例１】トランポリンパークでの事故に関する消費者安全法第38条に基づく
注意喚起（令和４年９月20日）

注意喚起の実施状況①

令和２年の注意喚起から令和４
年８月31日の間で事故情報デー
タバンクへの登録件数22件のう
ち、14件がてんとう虫パーク
BIGSTAGE 河内長野店で発生し
た事故。

・令和２（2020）年12月９日
消費者庁が国民生活センター
と連名で注意喚起を実施。

・令和４（2022）年４月26日
消費者庁が注意喚起を実施。

・令和４（2022）年９月20日
消費者庁が消費者安全法第38
条第１項に基づく注意喚起を
実施。

【公表資料】
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注意喚起の実施状況②

【事例２】棺内のドライアイスによる二酸化炭素中毒
に関する注意喚起（令和５年９月21日）

葬儀の際、遺体の補正目的で棺（ひつぎ）内に
置かれていたドライアイスによる二酸化炭素中
毒が疑われる死亡事故が消費者庁に寄せられた。

棺内にドライアイスを設置した際の二酸化炭素の
推移について、国民生活センターで調査を実施。

事故事例・調査結果等を踏まえ、国民生活セン
ターと連名で注意喚起を実施した。
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【事例３】リチウムイオン電池使用製品の取扱いに関す
る注意喚起（令和６年12月５日）

【事例４】リチウムイオン電池使用製品の使用及び廃棄
に関する注意喚起（令和７年10月２日）

リチウムイオン電池使用製品の火災事故が頻発し
ている事を受け、消防庁、経済産業省、環境省と
連名でリチウムイオン電池使用製品の取扱いに関
する注意喚起を実施。

消費者が身に着ける、持ち歩く製品(ワイヤレス
イヤホン、スマートウォッチ等) に焦点を当て、
○リチウムイオン電池は熱や衝撃に弱いといった
性質があること
○リチウムイオン電池使用製品を廃棄する際の注
意ポイント
などを紹介した。



注意喚起のツール

消費者や事業者等に幅広く周知するため、消費者庁ウェブサイトのほか、SNS、メー
ルマガジンといったツールを活用

X（旧Twitter） メールマガジン

〇消費者庁X（旧Twitter）（@caa_shohishacho）

〇消費者庁 みんなの消費安全ナビX（旧 Twitter）
（@caa_kodomo)

※ 事故防止を中心に、安全な消費生活に役立
つ情報を定期的にお届けしている。

〇みんなの消費安全ナビ from 消費者庁
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消費者庁リコール情報サイト

○ 関係機関や地方公共団体、事業者等が情報発信しているリコール（回収・無償修理等）情報を集約し、消費者に情報提供す
るため、平成24（2012）年４月より運用を開始。

○ 関係機関には、国土交通省（自動車）、厚生労働省（医薬品、化粧品、食品衛生等）、経済産業省（家電製品、住居品等）、
消費者庁（食品表示）、医薬品医療機器総合機構【PMDA】（医薬品等）、製品評価技術基盤機構【NITE】（製品）などがある。

○ 事業者からの掲載依頼にも対応。

〇リコール情報検索
製品カテゴリー、あ

るいはキーワードによ
るリコール情報が検索
可能

〇重要なお知らせ
重大製品事故（死亡、

30日以上の治療を要す
る傷病、一酸化炭素中
毒、火災等）等が発生
しているリコール製品
のうち、最新のものか
ら８件表示

〇新規登録情報
新たに登録されたリ

コール情報を表示

〇関連情報
リコール関連のニュース

リリースや、製品安全に関
する相談先、海外のリコー
ル情報などを表示

〇対象別ページ
高齢者向け・こども向け

用品（こども向け用品及び
食品のアレルギー物質の表
示欠落に関する情報）に関
するリコール情報を別途集
約

〇リコールメールサービス
日々更新されるリコール情
報をメール配信
全体版のほか、「高齢者向
け」「こども向け」を配信
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製品安全誓約（日本国）の特色

省庁名 所管法令

消費者庁 消費生活用製品安全法

総務省消防庁 消防法

厚生労働省

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
 麻薬及び向精神薬取締法
 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律

経済産業省

消費生活用製品安全法
電気用品安全法
 ガス事業法
 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
 高圧ガス保安法

国土交通省 道路運送車両法

➢ 製品安全誓約（日本国）は、①OECDの推奨「製品安全誓約の声明」、②オンラインマーケットプレイス（OM）における、BtoCやCtoC（物販）の市
場規模が増加する一方、重大製品事故の割合も増加傾向という内外の環境変化を踏まえた対応。 消費者庁を始めとする消費者向け製品の規制当
局と署名OM運営事業者による製品安全に係る法的枠組みを超えた「官民協働の自主的な取組」であり、重要業績評価指標（KPI）も算出。

➢ 署名OM運営事業者は、自主的又は規制当局からの要請に応じたリコール製品や安全ではない製品の出品削除を始め、全12項目の実施を宣言。
➢ 署名OM運営事業者は、リコール製品等の再出品を防止する仕組みの構築・維持等、規制当局は、販売者向けの説明資料の提供等を実施。
➢ 署名OM運営事業者の規律は、①統一的な規律（例：出品削除は２営業日以内に実施）、②OMの規模・特性を踏まえた自律的な規律の両輪。

〇製品安全誓約（日本国）の取組に参加している規制当局       ※2025年4月18日現在 〇製品安全誓約（日本国）に署名したOM運営事業者

販売者・出品者に対する教育資料の提供

重要業績評価指標（KPI）による毎年度フォローアップによる品質管理

リコール製品や安全ではない製品の広い範囲で網羅的な出品削除

リコール製品等の再出品や悪質販売者への措置を含めた体制整備

（２.これまでの取組の拡大・充実）

（１.署名による、毎年度の履行確認）

KPIに消費者対応に係る「実際に取り組んだ業務フロー」等を追加

（３.日本独自の取組）

規制当局と連携した消費者庁による出品削除の状況分析

出品削除要請による出品削除の速報を消費者庁ウェブサイトに掲載

※2025年4月18日現在

製品安全誓約（日本国）の全体概要について

※署名日が同一であれば 50 音順
※BtoCに限らず、CtoCも行っているOMと、CtoCのみ行っているOMは、（CtoC）と記載

署名日 OM運営事業者 運営しているOM

2023年
 ６月29日

アマゾンジャパン合同会社 Amazon.co.jp

eBay Japan合同会社 Qoo10

auコマース＆ライフ株式会社 au PAY マーケット

株式会社メルカリ
メルカリ（CtoC）

メルカリShops

株式会社モバオク モバオク（CtoC）

LINEヤフー株式会社

Yahoo!ショッピング

Yahoo!オークション（CtoC）

Yahoo!フリマ（CtoC） 

LINEギフト

楽天グループ株式会社
楽天市場

楽天ラクマ（CtoC）

2024年
 ９月20日

三井不動産株式会社
Mitsui Shopping Park &mall

 三井アウトレットパークオンライン
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➢ 製品安全誓約（日本国）（本文）は、全12項目で構成。

➢ このほか、OM運営事業者が誓約の内容を理解する際の参照資料となる「事業者向けガイダンス」や、消費者向け製品を所管する規制当局

による「担当者向け手引き」（安全ではない製品等に関する考え方、具体的な取組内容等を取りまとめたもの）を作成しており、官民協働で製品

安全誓約（日本国）を実施。

製品安全誓約（日本国）の構成 8

○製品安全誓約（日本国）

１.規制当局等のウェブサイトから、リコール製品や安全ではない製品に関連する情報を定期的に確認し、これらの製品を特定した場合は適切に

対処する。

２.規制当局からリコール製品や安全ではない製品に関連する情報の通知又は出品削除要請ができるよう、専用の窓口を提供する。

３.規制当局から出品削除要請を受けてから２営業日以内に、要請を受けたリコール製品や安全ではない製品の出品を削除する。また、規制

当局に対して、実施した措置とその結果を通知する。

４.規制当局から情報提供の要請があった場合には、リコール製品や安全ではない製品のサプライチェーンを合理的な範囲で特定し対応する。

５.規制当局からの情報提供の要請に係る対応及びリコール製品や安全ではない製品の出品削除を実施するための内部管理体制を構築・維持

する。

６.誓約の署名者に対して、リコール製品や安全ではない製品が出品されていることを消費者が直接通知できる手段を提供する。通知があった場

合は、署名者が構築した処理プロセスに基づき、５営業日以内に適切な対応を行う。

７.販売者が日本の製品安全関連法令を遵守する措置を実施するため、販売者に対して、規制当局等が提供する製品安全に関連する情報を

共有するなど、法令に係る知識を習得できる合理的な機会を提供する。

８.規制当局や販売者と協力し、リコール製品や安全ではない製品に関連する各事業者や規制当局の措置について、消費者に情報提供する。

９.必要に応じ、出品禁止製品、リコール製品や安全ではない製品の販売を阻止又は制限するための制度を構築・維持する。

10.規制当局と協力し、リコール製品や安全ではない製品の販売を意図的 に繰り返すなどをする悪質な販売者に対して、適切な措置を講ずる。

11.既に出品削除されたリコール製品や安全ではない製品の再出品を阻止するための適切な措置を講ずる。

12.リコール製品や安全ではない製品の検出や出品削除の水準を向上させるための新技術やイノベーションの活用を積極的に検討する。
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